
東京都水道局送配水管布設工事（シールド工法）の発注取扱要綱  

 

平成 15 年９月 26 日施行 

（１５水経契第４４号） 

平成 29 年 10 月６日改正 

（２９水経契第２５３号） 

令和 ３年 ９月 10 日改正 

（３水経契第２１７号） 

令和  ４年３月 29 日改正 

（３水経契第５５１号）  

令和  ５年３月 23 日改正 

（４水経契第６０２号）  

令和  ７年３月 21 日改正 

（６水経契第５４８号）  

 

１ 目的 

この要綱は、東京都水道局（以下「当局」という。）が発注する水道施設工事のうち、

送配水管工事等でセグメント外径１８００ｍｍ以上のシールド工法を採用する工事（立

坑築造工事、トンネル内配管工事を含む。以下「シールド工事」という。）について、発

注方式及び競争入札参加条件を定め、当該工事及び競争入札の適正な執行を図ることを

目的とする。  

 

２ 発注方式 

(1) 予定価格が９億円未満の工事については、原則として単独の者に発注を行う。 

(2) シールド工事を共同企業体発注とする場合については、次のとおりとする。 

ア 予定価格が９億円以上の工事については、原則として共同企業体発注とする。 

イ 共同企業体の構成員数は原則として２者とする。 

ウ この場合の共同企業体発注については、「共同企業体が参加し得る入札案件にお

ける建設工事の発注取扱要綱実施細目」（平成２９年１０月６日付２９水経契第２

５１号）の規定にかかわらず、個別の決定を要しない。 

エ 本要綱において定めるものを除き、共同企業体の結成方法、指名選定、資格確認、

選定数、契約保証金等については、「共同企業体が参加し得る入札案件における建

設工事の発注取扱要綱」（平成３０年６月１８日付３０水経契第１１２号）を準用

する。 

 

３ 入札参加条件 

シールド工事の競争入札に参加するための条件は次のとおりとする。 

(1) シールド工事の競争入札に、単独で又は建設共同企業体の代表者として参加申込を

行うことができる者は、東京都の建設工事等競争入札参加資格審査の業種「シールド

工事」及び業種「水道施設工事」Ａ 等級の有資格者とする。ただし、トンネル内配管

工事等を含まない場合は、業種「シールド工事」の有資格者とする。  

また、次の全ての条件を満たす者とする。 

ア 過去１０年間でシールド工事を、単独で又は建設共同企業体の構成員として施工

した実績を有すること。ただし、共同企業体の代表者以外の構成員であった場合は、

４（２）で定める条件（以下「実績条件」という。）を満たしていること 

イ 次の項目について、公表時に付された条件を満たす者 

(ｱ) 受注形態（単独施工又は共同企業体施工） 



(ｲ) 特別な施工技術（急曲線施工、長距離施工、有害ガス存在地域での施工等）に

関すること（以下「技術条件」という。） 

(ｳ) その他必要に応じて付す事項 

 (2) シールド工事の競争入札に、共同企業体の代表者以外の構成員として参加申込を

行うことができる者は、東京都の建設工事等競争入札参加資格審査の業種「シールド

工事」及び業種「水道施設工事」Ｂ等級以上の有資格者とする。ただし、トンネル内

配管工事等を含まない場合は、業種「シールド工事」の有資格者とする。  

また、次の項目について公表時に付された条件を満たす者とする。 

ア 受注形態（共同企業体施工） 

イ その他必要に応じて付す事項 

 

４ 入札参加条件の細目 

３ に定めるものの外、入札参加条件の細目は次のとおりとする。 

（1） 施工実績の対象工事 

実績条件及び技術条件の施工実績の対象となるシールド工事は、次のとおりとする。 

ア 国、地方公共団体、公社、公団その他の公益事業者が発注したセグメント外径１

８００ｍｍ以上のシールド工事のうち、過去１０年間において完成した工事 

イ 推進工事（セミシールドを含む。）は対象外とする。 

ウ 立坑築造工事又はトンネル内配管工事のみを施工した工事は対象外とする。 

（2） 実績条件の細目 

３（1）アで代表者以外の構成員であった場合の施工実績となるものは、次のとお

りとする。 

ア 建設共同企業体の出資比率４０パーセント以上の構成員としての実績 

イ 建設共同企業体の出資比率２０パーセント以上の構成員としての２回以上の実績 

（3） 技術条件の細目 

３ (1)イ(ｲ)に定める技術条件を満たす者は、次のいずれかに該当する者とする。 

ア 各技術条件に該当するシールド工事を、単独で又は建設共同企業体の代表者とし

て施工した実績を有する者 

イ 各技術条件に該当するシールド工事を、建設共同企業体の出資比率４０パーセン

ト以上の構成員として施工した実績を有する者 

ウ 各技術条件に該当するシールド工事を、建設共同企業体の出資比率２０パーセン

ト以上の構成員として施工した実績を２回以上有する者 

 

５ 入札参加条件の認定 

入札参加条件で実績条件及び技術条件のうちの次の３項目については、事前に当局に

よる認定が必要なため、入札参加希望者の申請に基づき定期及び随時の認定を行う。 

(1) 急曲線施工 

Ｒ＝40ｍ以下の施工実績が認められる場合、認定とする。 

(2) 長距離施工 

Ｌ＝1,500ｍを超える施工実績が認められる場合、認定とする。 

(3) 有害ガス存在地域での施工 

当局可燃性ガス対策において、危険度ランクＣ以上の施工実績が認められる場合に 

認定とする。危険度ランクＣの対策は、以下のとおりであり、全て実施している場合 

に認定とする。なお、防爆仕様のシールド機を採用している場合は、危険度ランクＡ 

相当として、認定とする。これによらない場合は、検討会にて取り決めることとする 。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

６ 入札参加条件の認定の申請及び審査 

５の入札参加条件の認定（以下単に「認定」という。）は、次により行う。 

（1）提出書類 

認定を希望する者は、次の書類を提出して申請するものとする。 

ア 東京都水道局送配水管工事（シールド工法）入札参加条件審査願（様式１） 

イ 東京都水道局送配水管工事（シールド工法）入札参加条件審査表（様式２） 

ウ 様式２（審査表）に記入した案件の契約書の写し、工事実績情報サービス（コリ 

ンズ）竣工登録の写し及び施工実績を証明する書類（完成図面、施工報告書等） 

の写し 

（2）審査機関 

(1)の申請についての審査は、別に設置する東京都水道局送配水管布設工事（シー 

ルド工法） 認定業者審査に関する検討会（以下「検討会」という。）で行う。 

（3）審査に必要な調査等 

検討会の審査に当たり必要があると認めるときは、申請者から施工実績に関する工

事の詳細資料を追加提出させ、また、申請者からの聞き取り調査又は現地調査を行う

ことができる。 

（4）認否の決定 

申請についての認否の決定は、検討会の審査結果に基づき、経理部長が行う。 

（5）随時認定の決定までの期間 

公表された一般競争入札の案件に申し込むために行われた随時認定の申請に対する

認否の決定は、原則として案件受付期間終了後１週間以内に行うものとする。 

（6）審査結果の通知等 

(4)の決定があった場合は、その結果を申請者に通知するとともに、認定業者名及

び認定された技術条件等を公表する。 

（7）定期認定 

定期認定申請の受付期間は、２年に１度定例で行われる東京都の建設工事等競争入

札参加資格審査で参加資格が確定し、その適用を受けた日の属する月の翌月１か月間

とする。 

（8）認定の有効期間 

認定の有効期間は、次回の定期認定が行われる日の前日までとする。 

 

７ その他 

この要綱の運用について必要な事柄は、経理部長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は平成１５年９月２６日から施行する。 

この要綱の適用に伴い、従前の東京都水道局配水管布設工事（シールド工法）の発注取

扱要綱、東京都水道局配水管布設工事（シールド工法）認定業者審査要領（平成１０年１

２月１日付１０水経契第１５７号）及び東京都水道局配水管布設工事（シールド工法）の

発注取扱要綱実施細目（平成１２年３月３１日付１１水経契第８９号）は廃止する。 

 

検知器（自動式）坑内に300ｍ間隔、シールド機テール部、後方台車付近等に設置。

警報機（自動式）坑内に300ｍ間隔、立坑上部、監視室等に設置。

換気設備 万が一のガス発生に備え、換気設備を増設できるような動力源等を確保。

電源遮断装置
検知器及び警報機と連動して、自動的に電源を遮断する装置の設置。
停電に備え、予備電源の別途確保。



附 則 

この要綱は、平成２９年１０月３０日以後公告等を行う案件から適用する。 

この要綱は、令和３年９月１５日から適用する。 

この要綱は、令和４年４月１５日以後公告等を行う案件から適用する。 

この要綱は、令和５年４月１５日以後公告等を行う案件から適用する 

この要綱は、令和７年４月１５日以後公告等を行う案件から適用する。 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       令和 年 月 日 

 

 

    

審 査 願 

 

 

 

     東京都水道局長 殿 
 

                       申請社名 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

東京都水道局送配水管布設工事（シールド工法）認定業者の審

査を希望しますので、下記申請書類を添付の上、申請いたします。  

 

 

             

記 

 

 

 

     １ 審査表 

 

 

     ２ 審査表記入案件契約書及び実績書類の写  

 

 

     ３ 担当者連絡先 

 

 

 

      



                                                     申請日 令和 年 月 日 

     東京都水道局送配水管布設工事（シ－ルド工法）受注資格認定審査表 

 

 会社名            電話番号               

 担当者（部・課・氏名）                             

 水 

 道 

 局 

 欄 

 整 理 番 号     

 

 

 

 格 付 

 初 回 の 格 付      

 

   

 水道施設登録   

 ｼ-ﾙド工事登録   

        

                                                                                                                      

 

 

  工 事 件 名 

 

発 注 者    

電 話 番 号 

  契約年月日 

 

施工場所 

 

請 負 金 額 

（千円） 

工期 

受注条件 

 単独施工又は 

共同企業体施工 

     施   工   条   件  

    備 考 

 

  

 前回 

 申請 

急曲線施工 

(最小のもの) 

 長距離施工 

 

 有 害 ガ ス 

 の 対 策 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

【作成上の注意】 １  施工場所は〇〇県〇〇市と記入し、工期は（平成・令和）〇年〇月～〇年〇月と記入してください。                                 

２  共同企業体で施工した場合は、出資比率とその企業体の請負金額を記入してください。 

           ３ 施工条件は急曲線施工Ｒ＝ ｍ施工、長距離施工 L= ｍ施工、有害ガス対策方法の３つです。 

                   ４ 備考欄はセグメント外径、施工延長、工法等について記入してください。 

           ５  前回（〇〇年時）の事前認定受付に申請した工事の場合は「同一」と記入し、新規の場合は「新規」と記入してください。 

                            


